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令和４年度における新型コロナウイルス感染症の影響による学生の身分等に関する特別措

置について 

 

 （目的） 

１ この決定は、新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者等の経済状況が悪化したこと、

十分な学修環境の確保が困難な場合があること、外国人留学生等の渡日又は学生の帰国若しく

は留学が困難となったこと等の事由により、学生が様々な不利益を被る可能性があることに鑑

み、令和４年度における学生の身分その他学生の修学上必要な事項を定める法人規則等の特別

措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （休学に関する特別措置） 

２ 学生から、新型コロナウイルス感染症の影響による事由により休学の願出があった場合は、

学群、総合学域群、学術院又はグローバル教育院（以下「教育組織等」という。）の長が認めた

ときに限り、休学期間の開始日を願出のあった日の属する学期の始め又は途中に遡って許可す

ることができるものとする。 

 

３  新型コロナウイルス感染症の影響による事由による休学期間は、筑波大学学群学則（平成１

６年法人規則第１０号）第４８条第１項ただし書及び筑波大学大学院学則（平成１６年法人規

則第１１号）第５４条第１項ただし書に規定する期間に１年を加えた期間を超えない範囲内で、

その延長を許可又は命ずることができる。ただし、休学期間の延長に係る許可又は命令は、１

回の延長につき１年以内の期間でこれを行うものとする。 

 

４  新型コロナウイルス感染症の影響による事由による休学期間は、筑波大学学群学則（平成１

６年法人規則第１０号）第４８条第２項及び筑波大学大学院学則（平成１６年法人規則第１１

号）第５４条第２項に規定する休学期間には、算入しない。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の影響による事由により休学を許可された学生から、休学の取消

しの願出があった場合は、教育組織等の長が認めたときに限り、当該休学の全部又は一部を取

り消し、復学させることができるものとする。 

 

６ 留学を目的として休学を許可された学生から、新型コロナウイルス感染症の影響で留学が困

難となったことにより休学の取消しの願出があった場合は、教育組織等の長が認めたときに限

り、当該休学の全部又は一部を取り消し、復学させることができるものとする。 

 

７ 前２項の規定により復学した学生は、取り消された休学期間に係る授業料を納付しなければ

ならない。 



 

（長期履修に関する特別措置） 

８ 学生から、新型コロナウイルス感染症の影響による事由により長期履修の申請があった場合

は、学期の区分に応じて学群、学術院又はグローバル教育院の長が認めた期間に限り、長期履

修を許可することができるものとする。最終年次の学生についても同様とする。 

 

（在学年限に関する特別措置） 

９ 新型コロナウイルス感染症の影響による事由により、在学年限を超える見込みである学生か

ら在学年限の延長の申出があった場合は、学群、学術院又はグローバル教育院の長が認めた期

間に限り、在学年限を延長することができるものとする。 

 

（入学時期に関する特別措置） 

１０ 新型コロナウイルス感染症の影響による事由により、学生（入学を許可された者を含む。）

から入学時期を変更したい旨の申出があった場合であって教育組織等の長が認めたときは、原

則として１０月１日又は当該日の属する年の翌年４月１日に、入学時期を変更することができ

るものとする。 

 

 （授業料の免除及び徴収猶予に関する特別措置） 

１１ 第２項の規定により遡って許可された休学期間に係る授業料は、原則として免除しない。

ただし、休学を許可された日が授業料の納付期限前であるときその他教育担当副学長が特に認

めたときは、免除することができるものとする。 

 

１２ 学生から、新型コロナウイルス感染症の影響による事由により納付期限までに入学料又は

授業料の納付が困難である旨の申請があった場合は、第１期に係る授業料にあっては８月末日

まで、入学料及び第２期に係る授業料にあっては２月末日まで、その徴収を猶予することがで

きるものとする。 

 

  （他大学又は外国の大学等における授業科目の履修に関する特別措置） 

１３  学生は、他大学又は外国の大学等の授業科目をオンラインで履修する場合には、事前にク

ラス担任教員、指導教員等と履修計画等について相談の上、当該履修の開始の日前までに教育

組織等の長に届け出るものとし、この場合における当該授業科目の履修期間は、概ね１年以内

とする。 

 

１４ 前項の規定により他大学又は外国の大学等の授業科目をオンラインで履修した学生は、当

該履修の終了後、別に定める単位認定申請書又はオンライン履修報告書を教育組織等の長に提

出しなければならない。 

 

 附 記 

（施行期日） 

１ この決定は、令和４年１月２７日から実施する。 

  （令和３年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生の身分等に関する特別措置に

ついての廃止） 

２ 令和３年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生の身分等に関する特別措置に



ついて（令和３年３月１８日学長決定）は、令和４年３月３１日をもって廃止する。 

 （経過措置） 

３ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を改正する法人規則（令和

元年法人規則第１５号）附則第３条の規定によりなお従前の例によるとされた研究科の学生に

ついては、この決定を準用する。この場合において、第２項中「学群、総合学域群、学術院又

はグローバル教育院」とあるのは「学群、総合学域群、学術院、グローバル教育院又は研究科」

と、第８項及び第９項中「学群、学術院又はグローバル教育院」とあるのは「学群、学術院、

グローバル教育院又は研究科」と読み替えて適用する。 

 

   附 記（令４．２．２４） 

 この決定は、令和４年４月１日から実施する。 


